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１２
月
１５
日
の
最
終
日
に
、
議
員

提
出
議
案
と
し
て
「
戸
田
市
み

ん
な
で
つ
く
る
犯
罪
の
な
い
ま

ち
条
例
」
を
提
出
し
、
原
案
ど

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

市
民
に
開
か
れ
た
議
会
を
目

指
し
て
、
昨
年
の
２
月
に
設
置

さ
れ
た
議
会
改
革
特
別
委
員
会

で
検
討
さ
れ
、
一
部
改
正
さ
れ

た
も
の
で
す
。

内
容
は
、
政
務
調
査
費
の
支

出
の
透
明
性
を
明
確
に
す
る
こ

と
か
ら
、
収
支
報
告
書
に
、
領

収
書
等
の
証
拠
書
類
を
添
付
し

て
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け

た
も
の
で
、
議
員
提
出
議
案
と

し
て
提
出
さ
れ
、
原
案
ど
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
施
行
は
平
成
１６
年
４

月
１
日
か
ら
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
定
例
会
で
は
、
専
決
処
分

の
報
告
は
承
認
、
老
人
医
療
費

の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
は
賛
成
多
数

で
、
そ
の
他
の
議
案
は
全
会
一

致
で
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
市
長
、
助
役
及
び
収

入
役
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
及
び

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
は
、
１１
月
２６
日
に
先
議
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
継
続
審
査
と
な
っ
て

い
た
『
義
務
教
育
費
国
庫
負
担

制
度
の
堅
持
を
求
め
る
請
願
』、

『
議
会
議
員
の
政
務
調
査
に
関

す
る
陳
情
』
は
採
択
し
、『
違
法

「
捨
て
看
板
」
に
対
す
る
抜
本

的
対
策
を
求
め
る
陳
情
』
は
趣

旨
採
択
、『
政
府
に
「
平
和
の
意

見
書
」
の
提
出
を
求
め
る
陳
情
』

及
び
『「
老
人
医
療
費
支
給
事

業
」
の
堅
持
を
求
め
る
陳
情
』

は
、
賛
成
少
数
で
不
採
択
と
な

り
ま
し
た
。

そ
の
他
、
議
員
提
出
議
案
と
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し
て
『
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源

移
譲
に
関
す
る
意
見
書
』
な
ど

３
件
の
意
見
書
（
要
旨
は
３
頁

参
照
）
と
、『
戸
田
市
み
ん
な
で

つ
く
る
犯
罪
の
な
い
ま
ち
条

例
』
な
ど
２
件
の
条
例
の
計
５

件
が
提
出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原

案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

◎
市
長
、
助
役
及
び
収
入
役
の

給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

平
成
１５
年
１２
月
１
日
よ
り
、

期
末
手
当
を
引
き
下
げ
る
こ
と

に
伴
う
改
正
で
す
。

◎
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

平
成
１５
年
１２
月
１
日
よ
り
給

料
表
や
期
末
手
当
等
の
引
き
下

げ
を
行
い
、
平
成
１５
年
１２
月
の

期
末
手
当
で
調
整
す
る
こ
と
に

伴
う
改
正
で
す
。

◎
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

入
湯
税
を
加
え
る
改
正
で
す
。

◎
老
人
医
療
費
の
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

老
人
保
健
法
の
一
部
改
正
及

び
埼
玉
県
老
人
医
療
費
支
給
事

業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
改

正
に
伴
う
規
定
の
整
備
で
す
。

◎
都
市
計
画
事
業
新
曽
第
二
土

地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程

新
曽
第
二
土
地
区
画
整
理
事

業
認
可
に
伴
う
新
規
制
定
で
す
。

◎
都
市
計
画
事
業
新
曽
第
一
土

地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

保
留
地
の
処
分
方
法
を
、
従

来
の
限
定
処
分
手
続
き
か
ら
、

入
札
方
式
等
一
般
処
分
手
続
き

を
導
入
す
る
こ
と
に
伴
う
改
正

で
す
。

◎
一
般
会
計
補
正
予
算

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
６
億

７
５
７
１
万
９
０
０
０
円
を
追

加
す
る
も
の
で
、
主
な
も
の
は

次
の
と
お
り
で
す
。

漓
住
基
ネ
ッ
ト
業
務
の
安
全

性
・
信
頼
性
向
上
の
た
め
の
機

器
賃
借
料
の
増
額
。

滷
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
等

の
増
額
に
伴
う
特
別
会
計
繰
出

金
の
増
額
。

澆
障
害
者
等
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス

利
用
実
績
の
増
加
に
伴
う
支
援

扶
助
費
の
増
額
。

潺
生
活
保
護
申
請
の
増
加
に
伴

う
生
活
保
護
費
の
増
額
。

潸
環
境
整
備
事
業
を
推
進
す
る

た
め
の
負
担
金
の
新
規
計
上
。

澁
新
曽
第
二
土
地
区
画
整
理
事

業
地
区
審
議
会
委
員
選
出
の
た

め
の
、
権
利
者
名
簿
作
成
業
務

委
託
料
の
新
規
計
上
。

◎
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算

実
績
に
伴
う
一
般
被
保
険
者

療
養
給
付
費
の
増
額
及
び
老
人

保
健
医
療
費
等
拠
出
金
の
確
定

に
伴
う
増
額
で
す
。

◎
医
療
保
健
セ
ン
タ
ー
特
別

会
計
補
正
予
算

訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

の
増
加
に
伴
う
増
額
で
す
。

◎
交
通
災
害
共
済
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算

前
年
度
繰
越
金
の
精
査
に
よ

る
積
立
金
の
増
額
で
す
。

◎
火
災
共
済
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算

前
年
度
繰
越
金
の
精
査
に
よ

る
積
立
金
の
増
額
で
す
。

◎
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

保
険
給
付
費
の
増
額
及
び
介

護
保
険
給
付
費
準
備
基
金
積
立

金
の
増
額
で
す
。

本
市
は
、
犯
罪
発
生
率
が
県

内
で
最
悪
と
な
り
、
議
会
も
現

状
の
危
機
感
か
ら
、
本
会
議
の

会
期
中
に
各
会
派
の
議
員
で
構

成
す
る
「
防
犯
条
例
検
討
委
員

会
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
犯
罪
の
な
い
安
心

な
戸
田
市
を
つ
く
っ
て
い
く
た

め
の
防
犯
条
例
案
を
作
成
し
、

今
定
例
会
で

提
案
さ
れ
た
主
な
議
案

み
ん
な
で
つ
く
る
犯
罪
の
な
い

ま
ち
条
例
を
制
定

政
務
調
査
費
の
交
付
に

関
す
る
条
例
を
一
部
改
正

本
事
業
は
、
約
７
０
０
０
万

円
か
ら
８
０
０
０
万
円
あ
れ
ば

継
続
で
き
ま
す
。
ま
た
、
反
対

に
こ
の
改
正
に
よ
る
事
業
廃
止

後
、
市
は
約
４
０
０
０
万
円
の

負
担
軽
減
と
な
り
、
県
費
負
担

な
し
で
も
４
０
０
０
万
円
あ
れ

ば
、
６９
歳
の
１
年
だ
け
で
も
事

業
継
続
は
可
能
で
す
。

年
金
生
活
に
な
っ
て
か
ら
医

療
費
１
割
負
担
に
な
る
ま
で
の

間
、
そ
の
医
療
費
負
担
は
過
大

な
も
の
で
す
。
今
こ
そ
、
本
医

療
費
支
給
事
業
の
目
的
が
、
真

価
を
発
揮
す
る
と
き
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。

今
後
、
時
代
も
変
化
し
、
高

齢
化
が
進
行
す
れ
ば
、
医
療
費

の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
負
担
が

考
え
ら
れ
る
わ
け
で
、
高
齢
者

に
も
一
定
の
負
担
を
お
願
い
し
、

個
人
と
公
費
の
負
担
割
合
を
、

福
祉
制
度
全
体
と
し
て
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

福
祉
政
策
を
実
施
す
る
上
に

お
い
て
は
、
自
助
、
共
助
、
公

助
の
バ
ラ
ン
ス
が
必
要
と
考
え

ま
す
。
従
っ
て
、
自
助
努
力
も

必
要
で
す
し
、
保
険
制
度
は
共

助
の
部
分
を
支
え
る
も
の
で
あ

老
人
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

政
府
に
「
平
和
の
意
見
書
」
の

提
出
を
求
め
る
陳
情

日
本
共
産
党

花
井
伸
子
議
員

民
主
ク
ラ
ブ
　

高
橋
秀
樹
議
員

日
本
共
産
党

望
月
久
晴
議
員

議
員
提
出
議
案
と
し
て
３
件
の
意

見
書
が
提
出
さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
掲
載
し

ま
す
。
な
お
、
意
見
書
は
そ
れ
ぞ

れ
の
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

再
生
可
能
な
中
小
企
業
を
倒

産
に
追
い
込
ん
だ
り
、
連
鎖
倒

産
に
巻
き
込
ん
だ
り
す
る
こ
と

を
回
避
し
、
現
下
の
厳
し
い
経

済
環
境
か
ら
脱
却
し
、
活
力
あ

る
発
展
を
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
、

抜
本
的
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
。

中
小
企
業
予
算
の
抜
本
的
拡

充
、
商
店
街
・
中
小
小
売
店
の

活
性
化
に
資
す
る
対
策
の
充

実
・
強
化
及
び
貸
し
渋
り
、
貸

し
は
が
し
対
策
の
強
化
、
政
府

系
金
融
機
関
に
お
け
る
個
人
保

証
の
段
階
的
な
緩
和
を
図
る
措

置
の
実
施
を
強
く
求
め
る
。

地
方
公
共
団
体
が
、
真
の
地

方
自
治
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、

極
力
、
国
へ
の
財
源
依
存
を
縮

減
し
、
自
主
財
源
の
確
保
を
図

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
現
在
は
歳
入
歳
出
の
割
合

が
逆
転
し
て
い
る
。

地
方
自
治
体
が
財
源
不
足
に

な
る
よ
う
な
事
態
に
陥
れ
ば
、

住
民
に
対
す
る
一
定
水
準
の
行

政
を
保
障
す
る
こ
と
さ
え
、
困

難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
国

と
地
方
の
役
割
分
担
に
見
合
っ

た
、
国
税
か
ら
地
方
税
へ
の
税

源
移
譲
の
速
や
か
な
実
施
を
強

く
求
め
る
。

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

は
、
教
育
の
機
会
均
等
と
教
育

水
準
の
維
持
向
上
を
図
る
上
で
、

重
要
な
根
幹
を
な
し
て
い
る
。

同
制
度
の
見
直
し
が
、
三
位

一
体
を
大
義
名
分
と
し
た
単
な

る
国
か
ら
地
方
へ
の
負
担
転
嫁

に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、

地
方
財
政
を
一
層
圧
迫
す
る
だ

け
で
な
く
、
義
務
教
育
の
円
滑

な
推
進
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
。

同
制
度
の
見
直
し
に
当
た
っ

て
は
、
従
来
の
義
務
教
育
国
庫

負
担
分
は
国
の
責
任
で
担
保
す

る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

中
小
企
業
・
商
店
街
対
策
の

推
進
及
び
中
小
企
業
向
け

金
融
対
策
に
関
す
る
意
見
書

国
か
ら
地
方
へ
の

税
源
移
譲
に
関
す
る
意
見
書

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

の
見
直
し
に
関
す
る
意
見
書

最
終
日
に
、
次
の
議
案
及

び
陳
情
に
対
し
て
討
論
が
行

わ
れ
、
採
決
の
結
果
、
議
案

は
可
決
、
陳
情
は
不
採
択
と

な
り
ま
し
た
。
要
旨
は
次
の

と
お
り
で
す
。

◎選挙管理委員
萩原　弘志氏（再任）

笹目5丁目2番地の1

飯田　裕一氏（再任）
中町1丁目20番地の5

御獄　隆英氏（新任）
大字新曽1791番地

佐藤　力三氏（新任）
新曽南2丁目2番14号

◎補充員
江口　宏和氏（新任）

笹目6丁目8番地の9

阿部健寿郎氏（新任）
南町3番13号

池上　良久氏（新任）
中町2丁目11番4号

駒崎　恭子氏（新任）
大字新曽1740番地の1

り
、
公
助
だ
け
に
拡
大
を
求
め

る
時
代
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

国
際
紛
争
は
国
連
憲
章
に
則

り
、
ま
ず
第
一
に
平
和
的
手
段

で
解
決
す
る
努
力
を
行
い
、
や

む
を
得
ず
武
力
行
使
す
る
場
合

で
も
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会

の
決
議
が
必
要
な
こ
と
は
当
然

の
こ
と
で
す
。

ま
た
、
日
本
国
憲
法
で
、
国

際
平
和
を
誠
実
に
希
求
す
る
こ

と
を
う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
、

平
和
憲
法
を
持
つ
国
と
し
て
、

国
際
紛
争
の
解
決
に
当
た
っ
て

は
、
対
米
従
属
で
は
な
く
、
独

自
の
平
和
外
交
を
展
開
し
て
国

際
貢
献
を
行
う
べ
き
で
す
。

小野　福司氏（再任）
本町1丁目4番8号

秋元金一郎氏（再任）
笹目4丁目7番地の5

加藤　　子氏（再任）
美女木1丁目12番地の10

川口　勝美氏（再任）
下戸田2丁目18番1号

小山　陽子氏（再任）
新曽南3丁目11番17号


